
 

石川県教育委員会事務局等組織規則等の改正等について 

 

１ 提案理由 

教育委員会事務局の組織改正等に伴い、関係規定を整備する必

要があるため 

 

２ 改正規定  

 （１）石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正 

 （２）教育振興推進室及び全国高等学校総合文化祭開催準備室廃止

に係る告示 

 （３）県立高校魅力化推進室設置に係る告示 

 （４）全国高等学校総合文化祭開催推進室設置に係る告示 

 （５）石川県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及

び監督に関する規則の廃止 

 （６）教育長に対する権限委任規則の一部改正 

 （７）教育長専決に関する規則の一部改正 

 （８）教育委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行

う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例

施行規則の廃止 

 （９）電磁的記録を使用して行うことができる保存等の告示の廃止 

 （10）石川県教育委員会文書管理規程の一部改正 

 （11）石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正 

 （12）石川県立学校処務規程の一部改正 

 （13）石川県立学校教職員結核管理規則の廃止 

 （14）石川県教育委員会聴聞規則の一部改正 

 

 

３ 改正概要 

   別紙のとおり 

  

議案第８号 
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改 正 概 要 

 

 

１ 改正内容 

（１）組織改正に伴うもの 

・県立高校の魅力化に向けた施策を推進する組織として、教育政策課内

に県立高校魅力化推進室を設置するもの 

・令和９年度の開催に向け、学校指導課内の開催準備室を全国高等学校

総合文化祭開催推進室に改称し、体制を強化するもの 

＜改正等する規定＞ 

・石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正 

・教育振興推進室及び全国高等学校総合文化祭開催準備室廃止に係 

る告示 

・県立高校魅力化推進室設置に係る告示 

・全国高等学校総合文化祭開催推進室設置に係る告示 

 

（２）公益信託に関する法律の施行に伴い、関係規定を整備するもの  

   ・公益信託に係る事務が知事の権限に一元化されることから、石川県

教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関す

る規則を廃止するなど、所要の改正を行うもの 

 ＜改正等する規定＞ 

・石川県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監 

督に関する規則の廃止 

    ・石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正 

・教育長に対する権限委任規則の一部改正 

・教育長専決に関する規則の一部改正 

・教育委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書 

面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 

の廃止 

・電磁的記録を使用して行うことができる保存等の告示の廃止 

 

（３）文書の電子化を踏まえ、関係規定を整備するもの 

  ・紙文書を前提とする規定を電磁的記録による文書も踏まえた内容とす

ることや電子契約の導入等に伴い関係規定を整備する。 

 ＜改正する規定＞ 

・石川県教育委員会文書管理規程の一部改正 

別紙 
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（４）字句の修正など、関係規定を整理するもの 

（ア）所属長専決事項及び教職員の健康管理に関する規程の整理等 

 ＜改正等する規定＞ 

・石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正 

    ・石川県立学校処務規程の一部改正 

・石川県立学校教職員結核管理規則の廃止 

 

（イ）行政手続法の一部改正に伴い、引用する条文番号を修正するもの 

 ＜改正する規定＞ 

・石川県教育委員会聴聞規則の一部改正 

 

 

２ 改正案 

   別添資料 

 

 

３ 施行年月日 

 ・１（１） 

  定期人事異動日（室廃止の告示については、定期人事異動日の前日） 

 

 ・１（２）、（３）及び（４）(ア) 

  令和８年４月１日 

 

 ・１（４）(イ) 

 令和８年５月２１日 
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石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

14 

県
立
高
等
学
校
の
魅
力
化
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

15 

災
害
時
学
校
支
援
チ
ー
ム
に
関
す
る
こ
と
。 

第
五
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
三
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年 

月 
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

第
二
節 
分
掌
事
務 

（
分
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条 

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

分
課
名 

分
掌
事
務 

企
画
調
整
室 

（
略
） 

教
育
政
策
課 

１
～
13 
（
略
） 

14 

県
立
高
等
学
校
の
魅
力
化
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。 

15 

災
害
時
学
校
支
援
チ
ー
ム
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

削
る 

16
～
30 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

       

 

第
二
節 

分
掌
事
務 

（
分
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条 

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

分
課
名 

分
掌
事
務 

企
画
調
整
室 

（
略
） 

教
育
政
策
課 

１
～
13 

（
略
） 

14 

教
育
振
興
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

15 

復
興
教
育
及
び
防
災
教
育
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。 

16 

学
校
支
援
チ
ー
ム
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。 

17
～
31 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 
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石川県教育委員会告示第  号  

 

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和 40 年石川県教育委員

会規則第５号）第 15 条第１項の規定により設置した教育振興推進

室及び全国高等学校総合文化祭開催準備室は、令和８年  月  日限

り廃止した。  

 

 

  令和８年  月  日  

 

石川県教育委員会   
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石川県教育委員会告示第   号 

 

 

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和 40 年石川県教育委員会規則第

５号）第 15 条第１項の規定により、令和８年 月 日次のとおり室を設置

した。 

 

  令和８年  月   日 

 

石川県教育委員会    

 

１ 名称 

  県立高校魅力化推進室  

 

２ 位置 

  石川県教育委員会事務局内  

 

３ 分掌事務  

  県立高等学校の魅力化推進に係る総合調整に関すること。  
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石川県教育委員会告示第   号 

 

 

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和 40 年石川県教育委員会規則第

５号）第 15 条第１項の規定により、令和８年 月 日次のとおり室を設置

した。 

 

  令和８年  月   日 

 

石川県教育委員会    

 

１ 名称 

  全国高等学校総合文化祭開催推進室  

 

２ 位置 

  石川県教育委員会事務局内  

 

３ 分掌事務  

  全国高等学校総合文化祭に関すること。  
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教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則 

 

（
教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。 

 

（
教
育
長
専
決
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

教
育
長
専
決
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。 

 

（
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
中
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
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三
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

（
石
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

第
四
条 
石
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

九
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
石
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経

過
措
置
） 

２ 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監

督
に
関
す
る
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附

則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
法
公
益
信
託
で
あ
る
も
の
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

第
二
条 

次
の
事
項
を
除
き
、
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

十
三
～
十
七 

（
略
） 

 

第
二
条 

次
の
事
項
を
除
き
、
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
三 

教
育
に
関
す
る
公
益
信
託
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
～
十
八 

（
略
） 
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教
育
長
専
決
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

第
二
条 

教
育
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

五
～
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

 

第
二
条 

教
育
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

教
育
に
関
す
る
公
益
信
託
事
務
の
う
ち
、
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

（
一
） 

信
託
の
変
更
の
許
可 

（
二
） 

信
託
の
併
合
の
許
可 

（
三
） 

吸
収
信
託
分
割
の
許
可 

（
四
） 

新
規
信
託
分
割
の
許
可 

（
五
） 

受
託
者
の
辞
任
の
許
可 

（
六
） 

検
査
役
の
選
任 

（
七
） 

受
託
者
の
解
任 

（
八
） 

新
た
な
受
託
者
の
選
任 

（
九
） 

信
託
財
産
管
理
命
令 

（
十
） 

保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可 

（
十
一
） 

信
託
財
産
管
理
者
等
の
辞
任
の
許
可 

（
十
二
） 

信
託
財
産
管
理
者
等
の
解
任 

（
十
三
） 

信
託
財
産
法
人
管
理
命
令 

（
十
四
） 

信
託
管
理
人
の
選
任 

（
十
五
） 

信
託
管
理
人
の
辞
任
の
許
可 

（
十
六
） 

信
託
管
理
人
の
解
任 

（
十
七
） 

新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任 

（
十
八
） 

業
務
の
監
督
に
関
す
る
事
務 

五
～
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

第
二
節 
分
掌
事
務 

（
分
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条 

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

分
課
名 

分
掌
事
務 

企
画
調
整
室 

（
略
） 

教
育
政
策
課 

１
～
19 
（
略
） 

 
 

削
る 

20
～
31 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

       

 

第
二
節 

分
掌
事
務 

（
分
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条 

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

分
課
名 

分
掌
事
務 

企
画
調
整
室 

（
略
） 

教
育
政
策
課 

１
～
19 

（
略
） 

20 

公
益
信
託
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

21
～
32 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
保
存
等
に
係
る
石
川
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
保
存
等
に
係
る
石
川
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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石川県教育委員会告示第  号  

 

 電磁的記録を使用して行うことができる保存等（平成 18 年石川

県教育委員会告示第６号）は、令和８年３月 31 日限り廃止する。  

 

 

  令和８年  月  日  

 

石川県教育委員会   
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石川県教育委員会訓令第   号  

 

庁 中 一 般 

出 先 機 関 

教 育 機 関 

 

 石川県教育委員会文書管理規程（平成 14 年石川県教育委員会訓令第４

号）の一部を次のように改正する。  

  令和８年  月   日  

石川県教育委員会   

 

第２条第５号中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）」を削り、

同条中第７号及び第８号を削り、第６号を第８号とし、第５号の次に次の

２号を加える。  

 (6) 電磁的記録  電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られた記録をいう。  

(7)  電磁的記録媒体  電磁的記録に係る記録媒体をいう。  

第 14 条第２項中「電子文書を除く文書」を「文書（電磁的記録を除く。）」

に改める。  

第 19 条中第５項を削り、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項

を加える。  

４  起案文書には、伺い文その他総務課長又は教育政策課長が別に定める

事項を記載しなければならない。  

第 21 条及び第 22 条を次のように改める。  

第 21 条及び第 22 条  削除  

第 27 条中第２項を削り、第３項を第２項とする。  

第 31 条第６項中「電子署名」を「前項に定めるもののほか、電子署名」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加える。  

６  電子契約（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
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を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成される契約を

いう。）における電子署名の取扱いについては、総務課長又は教育政策

課長が別に定める。  

第 33 条第１項中「電子文書」を「電磁的記録」に改める。  

第 35 条（見出しを含む。）中「電子文書」を「電子メールによる電磁的

記録」に改める。  

第 40 条中「電子文書」を「電磁的記録」に改め、同条に次の１項を加

える。  

２  未完結文書（電磁的記録に限る。）は、所属において整理し、総務課

長又は教育政策課長が別に定めるところにより、電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法

により保存しなければならない。  

第 41 条中「完結文書」の次に「（電磁的記録を除く。）」を加え、同条に次

の１項を加える。  

２  完結文書（電磁的記録に限る。）は、総務課長又は教育政策課長が別

に定める方法により分類整理しなければならない。  

第 43 条第１項中「以下この条及び第 48 条」を「次項」に改め、同条に

次の１項を加える。  

４  完結文書（保存期間が１年以上の電磁的記録に限る。）は、文書管理

システムにより整理し、及び保存しなければならない。ただし、文書管

理システムにより難いとき又はこれによることが適当と認められない

ときは、所属において整理し、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう、

総務課長又は教育政策課長が別に定めるところにより、第 40 条第２項

に規定する方法により保存することができる。  

第 44 条及び第 45 条を次のように改める。  

第 44 条及び第 45 条  削除  

第 46 条第３項中「第 43 条」を「第 43 条第１項又は第２項」に改め、

「完結文書」の次に「（電磁的記録を除く。）」を加え、同条に次の１項を

加える。  

４  第 43 条第４項の規定により完結文書（保存期間が１年以上の電磁的
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記録に限る。）を整理するときは、総務課長又は教育政策課長が別に定

める方法により、文書の検索を行うことができるようにしなければなら

ない。  

第 48 条第２項を削る。  

 

  附  則  

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。  
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石川県教育委員会文書管理規程（平成14年教育委員会訓令第４号）新旧対照表 

改 正 後 現   行  

1 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（1）～（4） （略） 

（5） 文書 本庁、出先機関等（以下「本庁等」という。）及び県立学

校の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録 

（                                                           

                                           ）をいう。ただ

し、新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは

文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている

ものを除く。 

（6） 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。 

（7）電磁的記録媒体 電磁的記録に係る記録媒体をいう。 

（8） 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録

に記録することができる情報について行われる措置であって、次の

いずれにも該当するものをいう。 

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示

すためのものであること。 

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認すること

ができるものであること。 

    （削る） 

 

    （削る） 

 

（9）～（12） （略） 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（1）～（4） （略） 

（5） 文書 本庁、出先機関等（以下「本庁等」という。）及び県立学

校の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）をいう。ただ

し、新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは

文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている

ものを除く。 

    （新設） 

 

    （新設） 

（6） 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録

に記録することができる情報について行われる措置であって、次の

いずれにも該当するものをいう。 

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示

すためのものであること。 

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認すること

ができるものであること。 

（7） 電子情報 電磁的記録のうち、電子計算機による処理が可能な状

態で記録されているもの（電子文書を除く。）をいう。 

（8） 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報（文書の体裁に関する情

報をいう。）を含めて記録されているものをいう。 

（9）～（12） （略） 
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石川県教育委員会文書管理規程（平成14年教育委員会訓令第４号）新旧対照表 

改 正 後 現   行  

2 

 

（収受の手続） 

第14条 文書取扱主任は、本庁にあっては教育政策課長から配布を受けた

文書及び主務課に直接到達した文書について、出先機関等にあっては庶

務を担当する課長から配布を受けた文書及び当該事務を担当する課に直

接到達した文書について、軽易なものを除き、文書管理システムに登録

しなければならない。ただし、本庁における親展文書は、親展文書受付

簿に登記し、開封せずにあて名人に交付するものとする。 

２ 前項の場合において、文書（電磁的記録を除く。）には、当該文書の

余白に収受印を押すものとする。 

３ 本庁にあっては主務課長は、出先機関等にあっては当該事務を担当す

る課長は、前項の手続を経た後、自ら処理するもののほか、処理要領を

示し、速やかに処理案を起こさせるものとする。 

４ 重要又は異例に属する文書は、文書管理システム又は供覧処理票を用

いて、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。 

５ 処理の手続を必要としない文書は、文書管理システム又は供覧処理票

を用いて閲覧に供するものとする。 

６ 前２項の供覧処理票は、文書管理システムを利用して作成することが

できるものとする。 

 

(起案) 

第19条 文書の起案は、文書管理システムを用い、左横書きすることを原

則とする。ただし、文書管理システムにより難いものとして総務課長又

は教育政策課長が別に定める場合には、次に掲げる方法により行うこと

ができる。 

(1) 起案用紙を用いて行う方法 

(2) 法令等に定める帳票を使用して発する届出書その他の文書につい

て、当該帳票を用いて行う方法 

(3) 文書管理システム以外の情報システム（あらかじめ教育政策課長

の承認を受けたものに限る。）により行う方法 

 

 

（収受の手続） 

第14条 文書取扱主任は、本庁にあっては教育政策課長から配布を受けた

文書及び主務課に直接到達した文書について、出先機関等にあっては庶

務を担当する課長から配布を受けた文書及び当該事務を担当する課に直

接到達した文書について、軽易なものを除き、文書管理システムに登録

しなければならない。ただし、本庁における親展文書は、親展文書受付

簿に登記し、開封せずにあて名人に交付するものとする。 

２ 前項の場合において、電子文書を除く文書    には、当該文書の

余白に収受印を押すものとする。 

３ 本庁にあっては主務課長は、出先機関等にあっては当該事務を担当す

る課長は、前項の手続を経た後、自ら処理するもののほか、処理要領を

示し、速やかに処理案を起こさせるものとする。 

４ 重要又は異例に属する文書は、文書管理システム又は供覧処理票を用

いて、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。 

５ 処理の手続を必要としない文書は、文書管理システム又は供覧処理票

を用いて閲覧に供するものとする。 

６ 前２項の供覧処理票は、文書管理システムを利用して作成することが

できるものとする。 

 

(起案) 

第19条 文書の起案は、文書管理システムを用い、左横書きすることを原

則とする。ただし、文書管理システムにより難いものとして総務課長又

は教育政策課長が別に定める場合には、次に掲げる方法により行うこと

ができる。 

(1) 起案用紙を用いて行う方法 

(2) 法令等に定める帳票を使用して発する届出書その他の文書につい

て、当該帳票を用いて行う方法 

(3) 文書管理システム以外の情報システム（あらかじめ教育政策課長の

承認を受けたものに限る。）により行う方法 
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石川県教育委員会文書管理規程（平成14年教育委員会訓令第４号）新旧対照表 

改 正 後 現   行  

3 

２ 前項第1号の起案用紙は、文書管理システムを利用して作成すること

ができるものとする。 

３ 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 文体は、口語体を用いること。 

(2) 文書は、平易簡潔に、正確に、及び明瞭に記載すること。 

(3) 漢字の使用、送り仮名及び仮名遣いは、公用文における漢字使用

等(平成22年石川県訓令第22号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示

第1号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によること。ただ

し、法令における漢字使用等については、公用文における漢字使用

等4にかかわらず、別途教育政策課長からの通知による。 

４ 起案文書には、伺い文その他総務課長又は教育政策課長が別に定める

事項を記載しなければならない。 

５ 起案の要旨を説明するため必要のあるものは、起案文書に関係法文及

び参考となる事項又は資料を付記し、又は添付し、事案の経過を分かり

やすいようにしなければならない。 

  （削る） 

 

 

第21条及び第22条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項第1号の起案用紙は、文書管理システムを利用して作成することが

できるものとする。 

３ 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 文体は、口語体を用いること。 

(2) 文書は、平易簡潔に、正確に、及び明瞭に記載すること。 

(3) 漢字の使用、送り仮名及び仮名遣いは、公用文における漢字使用等

(平成22年石川県訓令第22号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1

号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によること。ただし、

法令における漢字使用等については、公用文における漢字使用等4に

かかわらず、別途教育政策課長からの通知による。 

  （新設） 

 

４ 起案の要旨を説明するため必要のあるものは、起案文書に関係法文及

び参考となる事項又は資料を付記し、又は添付し、事案の経過を分かり

やすいようにしなければならない。 

５ 起案者は、起案文書に必要事項を記載し、記名押印又は記名押印に相

当する記録をしなければならない。 

 

第21条 削除 

 

（取扱区分の表示） 

第22条 起案者は、次の各号に掲げる取扱いを必要とする事案について

は、当該各号に定める表示を処理の欄に記載しなければならない。 

（1） 例規に属するもの 例規 

（2） 石川県公報に登載するもの 公報登載 

（3） 官報報告をしなければならないもの 官報報告 

（4） 特殊郵便の取扱いをするもの 内容証明 配達証明 書留 現金 

書留 速達 小包 その他 

（5） 電報によるもの 普通電報 至急電報 親展電報 その他 

（6） 秘密若しくは親展のもの又は重要なもの 秘 親展 重要 

（7） 託送又は持参により施行するもの 託送 持参 
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石川県教育委員会文書管理規程（平成14年教育委員会訓令第４号）新旧対照表 

改 正 後 現   行  

4 

 

 

 

(条例等の案の合議) 

第27条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下この条において「条例

等」という。)の案は、教育政策課長に合議しなければならない。 

  （削る） 

 

 

２ 教育政策課長は、条例等の制定及び改廃について必要があると認める

ときは、主務課長に対して適当な処置を講ずるよう要請することができ

る。 

 

（公印及び電子署名の使用） 

第31条 発送文書は、次の各号に掲げるものを除き、公印又は電子署名を

省略するものとする。 

（1） 法令等の規定により公印を押すことが必要とされている文書又

は電子署名を行うことが必要とされている文書 

（2） 県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 

（3） 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある

文書 

（4） 前３号に掲げるもののほか、特に公印を押すことが必要である

と認められる文書又は特に電子署名を行うことが必要であると認め

られる文書 

２～５ （略） 

６ 電子契約（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成される契約をい

う。）における電子署名の取扱いについては、総務課長又は教育政策課

長が別に定める。 

７ 前項に定めるもののほか、電子署名を行うために必要な手続その他の

事項は、別に定める。 

（8） ファクシミリによるもの ファクシミリ送信 

（9） 電子メールによるもの 電子メール送信 

 

(条例等の案の合議) 

第27条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下この条において「条例等」

という。)の案は、教育政策課長に合議しなければならない。 

２ 教育政策課長は、前項の規定により条例等の案の合議を受けたものの

うち、重要と認めたものは、事務能率審議会において、審議するものと

する。 

３ 教育政策課長は、条例等の制定及び改廃について必要があると認める

ときは、主務課長に対して適当な処置を講ずるよう要請することができ

る。 

 

（公印及び電子署名の使用） 

第31条 発送文書は、次の各号に掲げるものを除き、公印又は電子署名を

省略するものとする。 

（1） 法令等の規定により公印を押すことが必要とされている文書又は

電子署名を行うことが必要とされている文書 

（2） 県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 

（3） 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文

書 

（4） 前３号に掲げるもののほか、特に公印を押すことが必要であると

認められる文書又は特に電子署名を行うことが必要であると認めら

れる文書 

２～５ （略） 

  （新設） 

 

 

 

６ 電子署名            を行うために必要な手続その他の

事項は、別に定める。 
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（本庁における文書の発送及び送付） 

第33条 本庁における文書（ファクシミリによるもの及び電磁的記録を除

く。以下この条及び次条において同じ。）の発送は、石川県文書管理規

程の定めるところによる。 

２ 出先機関等への文書の発送は、前項の規定にかかわらず、教育政策課

長が運送便により行うことができる。 

３ 前項の規定により文書を発送しようとするときは、次に定めるところ

により、教育政策課長が定める時間までに教育政策課に送付しなければ

ならない。 

（1） 発送文書のうち親展文書は、封筒に入れ、親展の表示をすること。 

（2） 前号以外の発送文書は、特に必要があるものを除き、封筒に入れな

いこと。 

４ 前２項の規定による文書の発送は、発送日を定め、合封して発送する

ものとする。 

５ 文書の発送に当たっては、送付先を誤らないよう注意しなければなら

ない。 

 

（ファクシミリによる文書及び電子メールによる電磁的記録の送信） 

第35条 本庁等におけるファクシミリによる文書及び電子メールによる電

磁的記録の送信は、所属において行うものとし、送信に当たっては、誤

送信とならないよう注意しなければならない。 

 

（未完結文書の整理） 

第40条 未完結文書（電磁的記録を除く。）は、フォルダー等に収納し、

所属長が指定する場所に整理しなければならない。 

２ 未完結文書（電磁的記録に限る。）は、所属において整理し、総務課

長又は教育政策課長が別に定めるところにより、電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法に

より保存しなければならない。 

 

 

（本庁における文書の発送及び送付） 

第33条 本庁における文書（ファクシミリによるもの及び電子文書 を除

く。以下この条及び次条において同じ。）の発送は、石川県文書管理規

程の定めるところによる。 

２ 出先機関等への文書の発送は、前項の規定にかかわらず、教育政策課

長が運送便により行うことができる。 

３ 前項の規定により文書を発送しようとするときは、次に定めるところ

により、教育政策課長が定める時間までに教育政策課に送付しなければ

ならない。 

（1） 発送文書のうち親展文書は、封筒に入れ、親展の表示をすること。 

（2） 前号以外の発送文書は、特に必要があるものを除き、封筒に入れな

いこと。 

４ 前２項の規定による文書の発送は、発送日を定め、合封して発送する

ものとする。 

５ 文書の発送に当たっては、送付先を誤らないよう注意しなければなら

ない。 

 

（ファクシミリによる文書及び電子文書         の送信） 

第35条 本庁等におけるファクシミリによる文書及び電子文書      

    の送信は、所属において行うものとし、送信に当たっては、誤

送信とならないよう注意しなければならない。 

 

（未完結文書の整理） 

第40条 未完結文書（電子文書 を除く。）は、フォルダー等に収納し、

所属長が指定する場所に整理しなければならない。 

  （新設） 
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6 

（完結文書の整理区分） 

第41条 完結文書（電磁的記録を除く。）は、文書分類表により分類整理

しなければならない。 

２ 完結文書（電磁的記録に限る。）は、総務課長又は教育政策課長が別

に定める方法により分類整理しなければならない。 

 

（完結文書の整理方法） 

第43条 完結文書（電磁的記録を除く。次項        において同

じ。）は、完結後、速やかに指定ファイルにとじ込み、整理しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定ファイルにとじ込むことが不適当な完

結文書については、適当な用具を使用して整理することができる。この

場合においては、当該用具には、背表紙ラベルをはり付けなければなら

ない。 

３ 前２項の規定により指定ファイル又は用具（以下「指定ファイル等」

という。）を作成したときは、文書管理システムに登録しなければなら

ない。 

４ 完結文書（保存期間が１年以上の電磁的記録に限る。）は、文書管理

システムにより整理し、及び保存しなければならない。ただし、文書管

理システムにより難いとき又はこれによることが適当と認められないと

きは、所属において整理し、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう、

総務課長又は教育政策課長が別に定めるところにより、第40条第２項に

規定する方法により保存することができる。 

 

 

第44条及び第45条 削除 

 

 

 

 

 

（完結文書の整理区分） 

第41条 完結文書           は、文書分類表により分類整理

しなければならない。 

  （新設） 

 

 

（完結文書の整理方法） 

第43条 完結文書（電磁的記録を除く。以下この条及び第48条において同

じ。）は、完結後、速やかに指定ファイルにとじ込み、整理しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定ファイルにとじ込むことが不適当な完

結文書については、適当な用具を使用して整理することができる。この

場合においては、当該用具には、背表紙ラベルをはり付けなければなら

ない。 

３ 前２項の規定により指定ファイル又は用具（以下「指定ファイル等」

という。）を作成したときは、文書管理システムに登録しなければなら

ない。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

（電磁的記録の整理及び保管） 

第44条 電磁的記録（電子文書 を除く。以下この条において同じ。）

は、所属において年度別に整理し、電磁的記録の性質に応じて最も効率

的な記録媒体に保管しなければならない。この場合において、電磁的記

録のうち電子情報の保管は、当該電子情報を管理するシステムにより行

うものとする。 

２ 電磁的記録の保管に当たっては、消滅、改ざん、漏えい等が生じない
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（文書目録） 

第46条 指定ファイル等（保存期間が１年以上の完結文書をとじ込むもの

に限る。）には、文書目録を添付しなければならない。ただし、他に文

書の検索を行うことができるものがある場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の文書目録は、文書管理システムにより作成することができ

るものとする。 

３ 第43条第１項又は第２項の規定により完結文書（電磁的記録を除

く。）を整理するときは、その都度第１項本文の文書目録に必要な事項

を記載しなければならない。 

４ 第43条第４項の規定により完結文書（保存期間が１年以上の電磁的記

録に限る。）を整理するときは、総務課長又は教育政策課長が別に定め

る方法により、文書の検索を行うことができるようにしなければならな

い。 

 

（完結文書の保管） 

第48条 完結文書で保存を必要とするものは、事案の完結した日からその

日の属する年度の翌年度の末日までの期間（以下「保管期間」とい

よう適切に保管しなければならない。 

３ 電磁的記録は、その効率的な利用に資するため必要なときに直ちに取

り出せるようにしておかなければならない。 

４ 電磁的記録の件名等の登録は、文書管理システム又は電磁的記録管理

簿により行うものとする。ただし、保存期間が１年未満の電磁的記録に

ついては、登録を省略できるものとする。 

５ 電磁的記録のうち、映像又は音声等が記録された電磁的記録及び光磁

気ディスクなどの可搬記憶媒体については、所属長が指定した保存場所

に整理して保管するものとする。 

 

（電子文書の整理及び保管） 

第45条 電子文書は、文書管理システムにより整理及び保管しなければな

らない。 

 

（文書目録） 

第46条 指定ファイル等（保存期間が１年以上の完結文書をとじ込むもの

に限る。）には、文書目録を添付しなければならない。ただし、他に文

書の検索を行うことができるものがある場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の文書目録は、文書管理システムにより作成することができ

るものとする。 

３ 第43条        の規定により完結文書          

   を整理するときは、その都度第１項本文の文書目録に必要な事項

を記載しなければならない。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

（完結文書の保管） 

第48条 完結文書で保存を必要とするものは、事案の完結した日からその
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う。）、所属長が指定する場所に収納し、保管しなければならない。 

  （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日の属する年度の翌年度の末日までの期間（以下「保管期間」とい

う。）、所属長が指定する場所に収納し、保管しなければならない。 

２ 前項の規定により完結文書を収納するときは、完結文書の整理が終了

していない指定ファイル等と完結文書の整理が終了した指定ファイル等

を区分して保管するものとする。 
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石川県教育委員会訓令第   号  

 

庁 中 一 般 

出 先 機 関 

学校以外の教育機関  

 

 石川県教育委員会事務局等処務規程（昭和 41 年石川県教育委員会訓令

第２号）の一部を次のように改正する。  

  令和８年  月   日  

石川県教育委員会   

 

別表第２本庁の課長の共通的専決事項の表第 20 号⑵及び別表第４出先

機関等の長の共通的専決事項の表第 14 号⑵中「 承 認 」の下に「 及 び 同 条

第 二 項 の 部 分 休 業 簿 の 受 理 」を加える。  

 

  附  則  

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。  
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石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
新
旧
対
照
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

別
表
第
二 

 
 

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項 

１
～
19 

（
略
） 

20 

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

課
員
の
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
及
び
同
条
第

二
項
の
部
分
休
業
簿
の
受
理 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

21
・
22 

（
略
） 

 

本
庁
の
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項 

 

（
略
） 

 

別
表
第
四 

出
先
機
関
等
の
長
の
共
通
的
専
決
事
項 

１
～
13 

（
略
） 

14 

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

長
及
び
所
属
職
員
の
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認

及
び
同
条
第
二
項
の
部
分
休
業
簿
の
受
理 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

15 

（
略
） 

 

 
 

出
先
機
関
等
の
長
の
個
別
的
専
決
事
項 

 

（
略
） 

 

 

別
表
第
二 

 
 

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項 

１
～
19 

（
略
） 

20 

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

課
員
の
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

21
・
22 

（
略
） 

 

 
 

本
庁
の
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項 

 

（
略
） 

 

別
表
第
四 

出
先
機
関
等
の
長
の
共
通
的
専
決
事
項 

１
～
13 

（
略
） 

14 

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

長
及
び
所
属
職
員
の
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

15 

（
略
） 

 

 
 

出
先
機
関
等
の
長
の
個
別
的
専
決
事
項 

 

（
略
） 
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石川県教育委員会訓令第   号  

 

県 立 学 校 

 

 石川県立学校処務規程（昭和 41 年石川県教育委員会訓令第６号）の一

部を次のように改正する。  

  令和８年  月   日  

石川県教育委員会   

 

第 52 条中「 石 川 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 処 務 規 程 」の下に「 （ 昭 和 四 十 一

年 石 川 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 二 号 ）」を加える。  

別表第２第 11 号⑵中「承認」の次に「及び同条第２項の部分休業簿の

受理」を加える。  

 

  附  則  

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。  
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石
川
県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

（
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
準
用
） 

第
五
十
二
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
服
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
石

川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
理
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二

号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

 

（
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
準
用
） 

第
五
十
二
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
服
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
石

川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

 別
表
２
（
第
９
条
関
係
）
 

 
 
校
長
の
専
決
事
項
 

 
１
～
1
0 

（
略
）
 

 
1
1 

石
川
県
立
学
校
処
務
規
程
 

 
 
⑴
 
 
（
略
）
 

⑵
 
校
長
及
び
職
員
の
第

32
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
及
び

同
条
第
２
項
の
部
分
休
業
簿
の
受
理
 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

 

 別
表
２
（
第
９
条
関
係
）
 

 
 
校
長
の
専
決
事
項
 

 
１
～
10 

（
略
）
 

 
11 

石
川
県
立
学
校
処
務
規
程
 

 
 
⑴
  

（
略
）
 

⑵
 
校
長
及
び
職
員
の
第

32
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

 

 

30



石
川
県
立
学
校
教
職
員
結
核
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 
石
川
県
立
学
校
教
職
員
結
核
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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石
川
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
石
川
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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石
川
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

略 

一 

当
事
者 

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
受
け
た
者
（
法
第
十
五
条
第
四
項
後
段
又
は
条
例
第
十
五
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。）
を
い
う
。 

二
～
五 

略 

 

（
聴
聞
の
通
知
及
び
期
日
の
変
更
） 

第
三
条 

略 

２ 

教
育
委
員
会
が
前
項
の
通
知
（
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
又
は
条
例
第
十
五
条

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
含
む
。
以
下
「
聴
聞
の
通
知
」
と
い
う
。）
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
教
育
委
員
会

に
対
し
、
聴
聞
の
期
日
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
５ 

略 

 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

略 

一 

当
事
者 

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
受
け
た
者
（
法
第
十
五
条
第
三
項
後
段
又
は
条
例
第
十
五
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。）
を
い
う
。 

二
～
五 

略 

 

（
聴
聞
の
通
知
及
び
期
日
の
変
更
） 

第
三
条 

略 

２ 

教
育
委
員
会
が
前
項
の
通
知
（
法
第
十
五
条
第
三
項 

 
 
 
 

又
は
条
例
第
十
五
条 

第
三
項 

 
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
含
む
。
以
下
「
聴
聞
の
通
知
」
と
い
う
。）
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
教
育
委
員
会

に
対
し
、
聴
聞
の
期
日
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
５ 

略 
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